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１．東新町団地一部跡地貸し付けの趣旨等

１－１ 趣旨

かつらぎ町が保有する東新町団地は、昭和３０～３２年にかけて建設され、建設後６

０年以上経過しており老朽化が進んでおります。そのため予定では当該団地を令和９

年度以降に廃止し、廃止後の団地跡地について、新たな活用方法を検討してまいりま

す。新たな活用方法が決定するまでの期間において、今年度除却を行った当該団地１

棟の跡地を民間による有効活用を図るため、公募による貸し付けを行います。

当該土地周辺には、住宅が存在するので、提案にあたっては、周辺地域の環境に十

分配慮していただき、本要項の内容を十分把握した上で、応募してください。

１－２ 方式の区分等

（１） 公募型プロポーザル方式による貸し付け

この方式については、後述のかつらぎ町公有財産利活用審査委員会（以下「審査

会」という。）による審査を受けて優先交渉権者として決定された事業者と本物件の

賃貸借契約を締結します。

（２） 最低貸付金額

年額 ２０５，０００円

※事業計画提案書【様式２-２】に記入する価格は年間最低貸付価格以上としま

す。

（３） 貸付期間

令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの３年間とする。

※ただし、町と合意があった場合は、更新できるものとする。

１－３ 募集要項の位置づけ

東新町団地一部跡地貸し付けに係る公募型プロポーザル募集要項（以下「募集要

項」という。）は、事業案を公募し、事業者を決定するための手続きを示したものです。

また、募集要項は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）、かつらぎ町財務規則等、関連の各種法令等に関することの他に、

応募者が遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものであり、募集要項に

併せて公表する資料を含めて募集要項等といいます。

１－４ 担当窓口

かつらぎ町 管財情報課 管財係

〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町 2160 番地

TEL 0736-22-0300（内線 2087） FAX 0736-22-6432

Mail kanzai-kanzai@town.katsuragi.wakayama.jp
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２．本物件に関する事項

２－１ 物件の概要

（１） 名称及び所在

名 称 東新町団地一部跡地

所 在 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙寺４３３番６５の一部と他１筆

（２） 土地の概要

所在 地番 地目 地積（㎡） 備考

妙寺 ４３３番６５の一部 宅地 93.73

妙寺 ４３３番１０５ 宅地 76.27

合計 170.00

（３） 土地についての特記事項

① 埋蔵文化財

本物件は、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 93 条に基づく「周知

の埋蔵文化財包蔵地」には該当しないため、事前協議の必要はありません。

② 紀の川浸水想定区域（浸水した場合想定される水深は最大５．０ｍ）

③ その他

上水道引き込み可、公共下水道あり

２ー２ 物件に係る土地利用規制等

（１） 法令に基づく制限

（２） 当該土地について、次の事項に該当する土地利用を行うことができません。

ア 都市計画法、建築基準法等の各種法令に適合しないもの

イ 住宅専用、風俗営業、公序良俗に反する活動、廃棄物処理、娯楽及び遊技の用

途

ウ 葬祭場等に類する多数の人が集まる施設、墓地・霊園、宗教施設、政治活動施

設など、その他近隣・周辺環境との調整が困難と想定される事業の用途

エ 騒音、振動、臭気その他周辺環境に支障を及ぼすおそれのあるもの

法令に基づく

制限

都市計画法 都市計画区域内

建築基準法

用途地域 無指定

建ペイ率 ７０％

容 積 率 ２００％
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オ 公益を害するおそれのある用途

カ その他地域住民の理解が得られない用途である場合

３．応募手続きに関する事項

３－１ 募集方式

本物件の事業者からの東新町団地一部跡地の貸し付けに係る企画提案（プロポー

ザル）を公募します。

３－２ 応募資格に関する事項

（１） 応募者の構成

① 応募者は、単独の事業者、または複数の事業者によって構成された共同事業

者（以下「共同事業者」という。）とします。

② 共同事業者を構成する事業者は、単独では応募することができません。また、

他の応募をしている共同事業者の構成員となることもできません。

③ 応募受付期間終了後、共同事業者の構成員の変更及び追加は、原則として

認めません。

（２） 応募者の資格要件

以下の①から③に掲げるすべての要件を満たすこととします。なお、共同事業者

による応募の場合、①、②は共同事業者の総体で満たすこととし、③は全ての構成

員が満たすことします。

① 提案した計画を、自ら適切に実施することができること

② 提案した計画の実施に必要な免許、知識、資力、信用及び技術的能力を有

すること

③ 次のいずれの項目にも該当しないこと

・ 契約を締結する能力を有しない者（成年被後見人等）

・ 破産者で復権を得ていない者

・ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当する者

・ 国税及び地方税の滞納がある者

・ かつらぎ町暴力団排除条例(平成 23年かつらぎ町条例第 21号。以下「暴

力団排除条例」という。) 第2条第2号に規定する暴力団員（以下「暴力団

員」という。）

・ 法人その他の団体で、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役
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又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する

者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者

を含む。）のうちに暴力団員に該当する者があるもの

・ 暴力団排除条例第 2条第 1号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者

・ 不正の利益を得る目的、他人に危害を加える目的その他の不正の目的で

暴力団又は暴力団員を利用している者

・ 暴力団若しくは暴力団員の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運

営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、相当

の反対給付を受けないで金品その他の財産上の利益を供与した者

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う

者

・ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づく更生手続開始の

申立てがなされている者

・ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に基づく更生手続開始の

申立てがなされている者

・ 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条に基づく破産手続開

始の申立てがなされている者

（３） 共同事業者による応募の場合

共同事業者で応募する場合は、事業予定者決定後に新法人を設立することとし、

契約は新法人が行うこととします。

また、応募及び事業提案にあたっては、必ず代表事業者を選任し、その代表事業

者が窓口となって手続きを行ってください。

３－３ 募集スケジュール

項 目 期 間

１ 募集要項の公表・配布 令和 5 年 11 月 28 日（火）～

２ 現地見学 事業者が自由に行ってください。

３ 質問受付 令和5年12月6日（水）～令和6年1月19日（金）

４ 質問回答 質問受付から１週間後

５ 応募書類受付 令和5年12月1日（金）～令和6年1月31日（水）

６ 審査会による選定 応募書類受付終了日から２週間程度

７ 契約の締結 要相談

８ 物件引き渡し日 要相談
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３－４ 募集要項の公表・配布

（１） 配布方法

本募集要項は、かつらぎ町ホームページにて公表を行います。

募集要項及び応募申込書等はホームページよりダウンロードしていただくか担当

窓口で配布させていただきます。

（２） 募集期間

令和５年１２月１日（金）～令和６年１月３１日（水）

３－５ 現地見学

現地見学は自由に行ってください。担当窓口に連絡する必要はありません。質問

は３-６に示す方法で対応します。

３－６ 質問及び回答

（１） 質問受付期間

令和６年１月１９日（金）まで

（２） 質問受付方法

公募型プロポーザルに関する質問書【様式１】に記入の上、担当窓口あてに FAX

またはメールにて提出してください。

（３） 質問に対する回答

質問に対する回答は、質問受付から１週間までに FAX またはメールにて回答しま

す。

なお、かつらぎ町ホームページにおいても質問及び回答を掲載します。その際、

質問を行った法人名は公表しません。

かつらぎ町ホームページ掲載の回答をもって、本募集要項の追加、修正及び解

釈に関する補足とします。

３－７ 応募申込及び受付

（１） 応募方法

応募者は事前に来庁時間を電話連絡の上、応募書類を担当窓口まで持参してく

ださい。（郵送不可）

受付の際、応募書類の記載事項等について確認を行うため、応募書類の記載内

容を説明できる方が申込に来てください。

（２） 受付期間

令和６年１月３１日（水）まで

ただし、土日祝日を除きます。
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受付時間については８時３０分から１７時１５分までとします。

（３） 応募書類の受理

応募書類の受理にあたって、担当窓口が３-８に示す応募申込書【様式２-１】に受

付印を押し、受付番号を記載の上、応募書類を持参した方にその複写を交付しま

す。

３－８ 提案書の提出

応募書類等は以下のとおり提出するものとします。なお、各様式の記載方法、内

容等については、各様式の注記を参照してください。

（１） 応募申込書【様式２-１】

① 公募型プロポーザル応募申込書 正１部 副９部

（２） 事業計画提案書【様式２-２】

① 事業提案書 正１部、副９部

※ プレゼンテーションについては、この事業提案書を使用して行うこととし、

当日追加資料の配布は認めません。

② 土地の利用計画図等 １０部

③ 決算関係書類の写し（直近３事業年度分） １０部

財産目録、貸借対照表、損益計算書等

（３） その他の提出書類

① 法人登記履歴事項全部証明書 （個人の場合は、身分証明書）

原本１部、副９部

※ 発行後３か月以内のものを提出してください。

② 印鑑証明書 原本１部、副９部

※ 「代表者の印」等法務局に届出された印鑑の証明書で、発行後３か月以

内の原本を提出してください。

③ 定款 １０部

④ 納税を証明する書類等 各原本１部、副９部

・ 地方税の納税証明書（市町村及び県税事務所）

・ 法人税、消費税及び地方消費税：納税証明書（原本に限る）（税務署）

※ 発行後３か月以内のものを提出してください。



- 7 -

※ 納税義務がない場合は、その旨を記載した申立書【様式３】を提出して

ください。

（４） 応募書類に関する留意事項

① 提出書類については、各様式によるものとします。

② 押印が必要となる書類については、一部を原本として押印されたものを提出し、

残りは押印後の複写で可とします。

③ 応募者に対して、４-１に示す審査会の判断により、追加資料を求める場合が

あります。

３－９ 応募に関する留意事項

（１） 応募者の複数提案の禁止

１応募者につき１提案とします。

（２） 費用の負担

応募に必要な書類の作成、提出書類の取得等、一切の費用は応募者の負担と

します。

（３） 使用言語及び単位

提案に際して使用する言語は日本語とし、使用する単位は計量法に定めるもの、

使用する通貨は円とします。

（４） 本町が提供する資料等の取扱い

本町が提供する資料等は、本応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じ

ます。

（５） 応募申込書、その他応募者から提出された書類の取扱い

① 応募申込書、その他応募者から提出された書類（以下「応募書類」という。）の

著作権は応募者に帰属します。

② 応募書類等の内容等については、審査結果の公表において、本町が必要と

認める範囲で公表できるものとします。ただし、応募書類等に関して本町が知り

得た事項のうち、応募者の権利、競争上の地位その他応募者の権利利益を害

すると認められる等の理由により機密を要するものを除きます。

③ 応募書類等は一切返却しません。
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④ 応募書類等提出後は、誤字の訂正等を除き、内容の変更及び追加は原則とし

て認めません。

（６） 応募申込後の辞退

応募申込後に辞退する場合は、「応募取下書」【様式４】を提出してください。

４．事業者の選定に関する事項

４－１ 審査会の設置

審査会は、提案の審査を行い、その提案が本要項で示す本事業の趣旨に照らし、

契約に値する提案であるかを審議します。

審査の結果、「契約に値する提案でない。」とする場合もあります。

４－２ 審査会の運営

審査会は、応募者の企業秘密及び知的財産等を保護する観点から非公開とし、ま

た議事内容についても非公開とします。

４－３ 優先交渉権者の決定等

本町は、審査会における選定を受けて、契約に値する提案であると決定された応募

者を優先交渉権者として決定します。

４－４ 資格の喪失

次のいずれかに該当する場合は、応募者は、審査を受ける資格、優先交渉権者とな

る資格及び契約を締結する資格を喪失するものとします。

① ３－２（２）の応募者の資格要件を満たさなくなった場合

② 提出書類等に不備または虚偽の記載があった場合

③ 提案内容の実現に必要な法令等による許認可が得られなかった場合

④ 公正な審査に影響を与える等、手続きの執行に支障をきたす行為があった場合

⑤ その他信頼関係を損なった場合

４－５ 審査項目等

応募された提案内容等については、次の審査項目に基づき審査を行います。

なお、本要項に規定する条件に合致しない提案または資格を喪失した者の提案に

ついては、審査の対象としません。

（１） 審査の評価基準
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評価項目 配点 評価基準

事業の有効性 ２０ 土地を有効に活用しているか。

事業の実現性、

継続性
２０

① 事業の実績があるか

② 安定性があるか（財務の健全性）

③ 事業の採算性があるか

④ 事業に計画性があるか

⑤ 事業運営の体制、継続性があるか

地域との調和性 １０ 周辺の環境に配慮がなされているか

貸付金額 ５０

貸付希望金額が妥当か

提案価格÷最高価格×５０点（最高５０点）

提案価格に上限は設けません

（２） 審査方法

審査会において応募者からのプレゼンテーション及び応募者へのヒアリングを行

います。その後、各提案について審査項目ごとの評価を行い、各委員の評価を総合

して「契約に値する提案であるか否か」を決定します。

プレゼンテーションについては、提案書を使用して行うことし、当日追加資料の配

布は認めません。

審査会の開催日時等については、別途通知します。

（３） 審査結果の公表

本町は、優先交渉権者の決定後、優先交渉権者を公表するものとします。

また、審査結果については、本契約後に公表します。

（４） 審査結果の通知

審査結果については、応募者に書面により通知します。なお、結果に関する問い

合わせ及び疑義については、一切応じません。

５．契約に関する事項

本町と優先交渉権者は詳細を協議、調整したうえで、速やかに契約を締結していただき

ます。

（１） 優先交渉権者が、何らかの理由により本町と契約を締結できなくなった場合、次

点の交渉権者との協議を開始します。

（２） 譲渡

契約で発生した権利の全部または一部を第三者に譲渡することはできません。
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（３） 法令等の遵守

建物の建築及び運営にあたっては、建築基準法及び消防法等の関係法令、条例

等を遵守するものとします。

（４） 契約終了時の取扱い

契約を締結した場合において、契約終了の際には、原則として期間を定め、その

期間内に現状に回復して町に返還するものとします。

ただし、町が原状のままで返還することを承認した部分についてはこの限りではあ

りませんが、この際には所有物件の買取りや有益費の返還等の請求を行うことはでき

ません。

（５） その他

この要項に定めのない事項については、町と優先交渉権者が協議の上定めるも

のとします。

６．その他

６－１ その他留意事項

（１） 本公募型プロポーザルに応募しようとする者は、募集要項に記載された事項につ

いて十分に熟知しておいてください。

（２） 本物件の事業者であることにより、建築確認申請等の各種許認可申請が免除さ

れるものではありません。また、提案した計画は事業者の責任と負担により実施す

べきものであり、本町が各種許認可等にあたって特別な計らいをするものではあり

ません。したがって、計画実施の可否については、事前に関係機関、関係課に十

分確認のうえ、申請してください。

（３） 事業者は自らの責任において、計画や工事の内容などについて、住民説明等を

必要に応じ適切に行い、円滑な事業実施に努めてください。

また、工事等に伴う騒音や振動等の問題が生じた場合は、事業者の責任におい

て適切に対応してください。

（４） 募集要項に定めるもののほか、必要な事項については、本町の指示に従ってくだ

さい。

６－２ 様式集

・ 【様式１】

公募型プロポーザルに関する質問書

・ 【様式２－１】

公募型プロポーザル応募申込書
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・ 【様式２－２】

事業計画提案書

・ 【様式３】

納税義務に関する申立書

・ 【様式４】

応募取下書
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【位置図】
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